
平成

二

年 月 日 火曜日

山
都

計
画

一

山 口 県

大県県
○
選山

（定期）報

○
告下

○
公国特 毎

第 号

下
関
市

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

下
関
都
市
計
画
通
路
事
業
一
下
関

口
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

通
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日

施
行
者
の
名
称

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

営
上
り
熊
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整

営
長
門
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備

管
告
示

口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動

告 目

次

示関
都
市
計
画
通
路
事
業
の
事
業
計
画

告土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
地
域
政
策

定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

週
火
・
金
曜
日
発
行

駅
東
西
連
絡
通
路

第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項

次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

山
口
県
知

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
商
政

備
事
業
換
地
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整

事
業
（

谷
換
地
区
）
換
地
計
画
書
の

に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書
の

示

の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）
…
…
…

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

の
認
証
の
申
請
（
七
件
）
（
県
民
生
活の

規
定
に
基
づ
き
、
下
関
都
市

事

山

本

繁
太
郎

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

縦
覧
（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
四

要
旨
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

平 成 年
月 日

（火曜日）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
四
日

（
四
二
〇
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

山
口
県
下
関
県
民
局
に
お
い
て

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

国
土
調
査
を

行
っ
た
者
の

名
称

国
土
調
査
を

宇

部

市

平
成
二
十
二
年
六
月

平
成
二
十
四
年
三
月

二

認
証
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

（
四
一
九
）
国
土
調
査
の
成
果

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六

の
成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

一

国
土
調
査
を
行
っ
た
者
の

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二

四

事
業
地

下
関
市
竹
崎
町
四
丁
目

公

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
四
年
九
月
四
日
ま
で
の
間
、
山

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

八
日

山
口

行
っ
た
期
間

成
果
の
名

四
日
か
ら

八
日
ま
で

宇
部
市
地
籍
図

宇
部
市
地
籍
簿

八
日

の
認
証

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条

ま
し
た
。

八
日

山
口

名
称
等

十
四
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月

告

一

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及

県
知
事

山

本

繁
太
郎

称

国
土
調
査
を
行
っ
た
地
域

大
字
棯
小
野
の
一
部

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調

県
知
事

山

本

繁
太
郎

三
十
一
日
ま
で

のび 査

告

示

公

告



平成 年 月 日 火曜日

と
お変

及
び

一二

山 口

二（
四特

（定期）県 報

と
お変

び
山

一

第 号

二（
四特

名

称

特

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
は
、
平
成
二
十
四
年

山
口
県
柳
井
県
民
局
に
お
い
て
公

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
七
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

河

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

下

二
二
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
は
、
平
成
二
十
四
年

口
県
下
関
県
民
局
に
お
い
て
公
衆

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
十
三
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

水

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

下

二
一
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
周
防
大
島

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

九
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
、
山

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
阿
鼓
の
郷

野

博
己

関
市
豊
北
町
大
字
阿
川
三
六
三

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

九
月
十
三
日
ま
で
の
間
、
山
口

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。山

口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
芸
術
・
文

内

知
子

関
市
長
府
亀
の
甲
一
丁
目
二
番

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

ふ
る
さ
と
づ
く
り
の
ん
太
の
会

ま
し
た
。

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

事

山

本

繁
太
郎

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
番
地
の
一

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及

事

山

本

繁
太
郎

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

化
若
い
芽
を
育
て
る
会

一
号

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

代

表

者

の

氏

名

書
及
び
活
動
予
算
書
は
、
平
成

び
山
口
県
柳
井
県
民
局
に
お
い

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
四
二
四
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該

山
口
県
岩
国
県
民
局
に
お
い
て

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
四
二
三
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

堀
江

秀
紀

二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
、

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

八
日

山
口

日活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
三
び

藤
本

寛

岩
国
市
室
の
木
町
四
丁
目
五

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

八
日

山
口

日活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
岩
国

安
元

稔

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
小

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
四
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
、
山

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

県
知
事

山

本

繁
太
郎

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

き
の
こ
ぶ
た

八
番
二
七
号

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計

県
知
事

山

本

繁
太
郎

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

パ
ソ
コ
ン
の
会

松
九
一
番
地
の
四

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及

二

及 の画 のび



平成 年 月 日 火曜日

山
口

一二

山 口 県

（
四特

と
お変

（定期）報

山
口

一二

第 号

（
四特

と
お変

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

下

県
下
関
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

竹

代

表

者

の

氏

名

濱

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大

二
六
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
は
、
平
成
二
十
四
年

県
柳
井
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
三
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

柳

二
五
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
は
、
平
成
二
十
四
年

関
市
古
屋
町
二
丁
目
四
番
八
号

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
デ
イ
サ
ー

原
美
津
子

中

豊
子

島
郡
周
防
大
島
町
大
字
椋
野
一

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

十
月
九
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
い
い
日
の

井
市
南
町
三
丁
目
九
番
二
号

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

十
月
三
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

事

山

本

繁
太
郎

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ビ
ス
豆
た
ん

三
三
八
番
地
の
一

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び

事

山

本

繁
太
郎

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

里 第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
上
り
熊
地
区
経
営
体

（
四
二
八
）
県
営
上
り
熊
地
区

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

県
営
上
り
熊
地
区
経
営
体
育
成

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

ま
す
。平

成
二
十
四
年
八
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

フ
ジ
長
門
店

所
在
地

長
門
市
仙
崎

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
四
二
七
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
四
年
四
月
三
日
山
口
県
公

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
四

労
働
部
商
政
課
及
び
長
門
市
経

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

育
成
基
盤
整
備
事
業
換
地
計
画
書

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
換
地

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

基
盤
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
地

同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定

八
日

山
口

山
口

及
び
所
在
地

三
二
二
の
二

は
な
い
。

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

告
（
一
〇
三
）
に
係
る
大
規
模
小

年
八
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
九
月

済
観
光
部
商
工
水
産
課
に
お
い
て

八
日

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
れ

江
村

恭
一

下
関
市
古
屋
町
一
丁
目
五
番

三

の
写
し

計
画
書
の
縦
覧

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

域
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

県
知
事

山

本

繁
太
郎

県
知
事

山

本

繁
太
郎

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
長

二
十
八
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

あ
い
サ
ポ
ー
ト

一
五
号

、同し 成門工



平成 年 月 日 火曜日

山
平

ら
提

山 口

二三

（定期）県 報

県
営

で
、

に
供

一

第 号

二三（
四土口

県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

成
二
十
四
年
七
月
二
十
九
日
執
行

出
さ
れ
た
選
挙
運
動
に
関
す
る
収

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
九
日
か

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

選
挙
管
理

長
門
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
長
門
地
区
中
山
間
地
域
総
合

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
九
日
か

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

二
九
）
県
営
長
門
地
区
中
山
間
地

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律第

八
十
二
号

の
山
口
県
知
事
選
挙
に
お
い
て

入
及
び
支
出
の
報
告
書
の
要
旨

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

ら
同
年
九
月
十
八
日
ま
で

委
員
会

備
事
業
の
施
行
に
係
る

谷
換
地

同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規

山
口
県
知

整
備
事
業
（

谷
換
地
区
）
換

ら
同
年
九
月
十
八
日
ま
で

域
総
合
整
備
事
業
（

谷
換
地

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条

、
各
候
補
者
の
出
納
責
任
者
か

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

長

上

符

正

顕

区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧

事

山

本

繁
太
郎

地
計
画
書
の
写
し

区
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

四

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 火曜日

公

山 口 県

職の候補者の選挙運動に関す

（定期）報

る収支報告書要旨

第 号

１ 選

２ 公

３ 報

挙の種類 平成 年７月

職選挙法の規定による選挙運

告書の要旨

日執行山口県知事選挙

動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

円

五



平成 年 月 日 火曜日 山 口 （定期）県 報 第 号

六



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 （定期）報 第 号

七



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日 山 口 （定期）県 報 第 号

十
四
年
八
月
二
十
八
日
印
刷

十
四
年
八
月
二
十
八
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県
県

庁
知
事

八


